
 

特別養護老人ホーム いこいの森西原 料金表 （1割負担） 

 （令和６年８月改定） 

1 か月の利用料 

（食費、居住費込み） 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型特養個

室 1 か月の利用料

（30 日とし計算） 

※入居者様の状況施

設の状況により増減

いたします。 

利用者負担額

第 2 段階 
65,991 円 68,450 円 71,084 円 73,578 円 76,001 円 

利用者負担額

第 3 段階① 
88,491 円 91,100 円 93,584 円 96,078 円 98,501 円 

利用者負担額

第 3 段階② 
109,791 円 112,250 円 114,884 円 117,378 円 119,801 円 

利用者負担額

第 4 段階 
135,891 円 138,350 円 140,984 円 143,478 円 145,901 円 

 

（1）  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．サービス利用料金（単

位数）+加算+介護職員

処遇改善加算（合計単

位の１４．０％） 

 

単位数 670 単位 740 単位 815 単位 886 単位 955 単位 

自己負担額（月額） 

単位 10.27 円×

10.14％ 

27,891 円 30,350 円 32,984 円 35,478 円 37,901 円 

 

（２） 利用者負担段階 日額 月額 

2．居住費に係る自

己負担額 

利用者負担額第 2 段階 880 26,400 円 

利用者負担額第 3 段階① 1,370 41,100 円 

利用者負担額第 3 段階② 1,370 41,100 円 

利用者負担額第 4 段階 2,100 63,000 円 

 

（3） 利用者負担段階 日額 月額 

3．食費に係る自己

負担額 

利用者負担額第 2 段階 390 11,700 円 

利用者負担額第 3 段階① 650 19,500 円 

利用者負担額第 3 段階② 1,360 40,800 円 

利用者負担額第 4 段階 1,500 45,000 円 

【外泊、又は入院時について】 

外泊、又は入院時に、減免対象者（2 段階～3 段階①②）の方は外泊時費用算定時（日数分）は通常
の負担限度額（居住費）それ以外は 2,100 円/日のご負担になります。 

【その他の日常生活費】 

預り金サービス：100 円/日 
居室内電気使用料： CD 等オーディオ製品 300 円/月 

      テレビ、冷蔵庫、電気あんか、パソコン等 500 円/月 
    電気毛布、電気ストーブ等 1,000 円/月 



 
 

利用者負担段階について 
 

市町村に申請し介護保険負担限度額認定書をご提示された場合のみ該当します 

 

【2 段階 】 １）世帯全員が市町村民税非課税、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入

（遺族年金・障害年金）の合計が年間 80 万円以下の方。 

２）預貯金が単身者 650 万円以下、夫婦で 1,650 万円以下 

 

【3 段階①】 １）世帯全員が市町村民税非課税、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入

（遺族年金・障害年金）の合計が年間 80 万円超 120 万円以下の方。 

２）預貯金が単身者 550 万円以下、夫婦で 1550 万円以下 

 

【3 段階②】 １）世帯全員が市町村民税非課税、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入

（遺族年金・障害年金）の合計が年間 120 万円超の方。 

２）預貯金が単身者 500 万円以下、夫婦で 1500 万円以下 

 

社会福祉法人等による減額 

 

市町村に申請し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証をご提示された場合のみ該当します 
 
 

１． 世帯の年間収入が 150 万円以下（世帯員 1 人ごとに 50 万円を加算）で市町村民税非課税世帯 

２． 預貯金等の額が合計 350 万円以下（世帯一人ごとに 100 万円を加算） 

３． 日常生活に供する資産以外に資産がない 

４． 親族等にも扶養されていない 

５． 介護保険料を滞納していない 

※1-5 の要件をすべて満たす方等のうち、生計が困難な方として市町村長が認めた方。 
 

高額介護サービス費 

 
月々の介護サービスの利用者負担合計額が上限額を超えた場合に、超えた金額が高額サービス費と
して給付されます。（初回のみ申請が必要です） 

 
 区   分 負担の上限額（月額） 
 

現役並み所得者 
課税所得 690 万円（年収 1160 万円以上） 140,100 円（世帯） 
課税所得 380 万円（年収約 770 万円）～課税所得
690 万円（年収 1160 万円未満） 

93,000 円（世帯） 

 市町村民税～課税所得 380 万円 
（年収 770 万円未満） 

44,400 円（世帯） 

 前年の公的年金等収入金額+その他の
合計が 80 万円以下の世帯 

24,600 円（世帯） 
15,000 円（個人） 

生活保護を受給してる方等 15,000 円（世帯） 
 

社会福祉法人 正富福祉会 
特別養護老人ホーム いこいの森西原 

担当 相談員 神山香織 
TEL 028-658-6226 
FAX 028-658-6303 


